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○

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
五
節

地
方
支
分
部
局

第
五
節

地
方
支
分
部
局

（
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
）

（
地
方
農
政
事
務
所
及
び
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン

タ
ー
）

第
十
九
条

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
（
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で

第
十
九
条

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
（
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
地
方
農

に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
地
方
農

政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

政
事
務
所
を
置
く
。

２

地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内

２

地
方
農
政
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
削
る
。
）

３

地
方
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
削
る
。
）

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、

前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所

要
の
地
に
、
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
。
）

５

地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、

管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
北
海
道
農
政
事
務
所
）

（
北
海
道
農
政
事
務
所
）

第
二
十
一
条

北
海
道
農
政
事
務
所
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

第
二
十
一
条

北
海
道
農
政
事
務
所
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一

第
四
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四

一

第
四
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
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号
、
第
二
十
五
号
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
二
号
（
納
付
金
の
徴
収
に
係
る
も
の

号
、
第
二
十
五
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交

に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
及
び
第
八
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の

交
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
二
号
（
納
付
金
の
徴
収

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
及
び
第
八
十
七
号
に
掲

げ
る
事
務

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
）

（
北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
二
条

北
海
道
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要

第
二
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
条

の
地
に
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の

地
に
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務

２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所

及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。
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○

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
照
会
）

（
照
会
）

第
二
十
七
条

登
録
検
査
機
関
は
、
品
位
等
検
査
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項

第
二
十
七
条

登
録
検
査
機
関
は
、
品
位
等
検
査
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
、
地
方
農
政
局
長
、
北
海
道
農
政
事
務
所
長
、
地
方
農
政
局
又
は
北
海
道

に
つ
い
て
、
地
方
農
政
局
長
、
地
方
農
政
事
務
所
長
、
北
海
道
農
政
事
務
所
長
そ
の

農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
行
政
機
関
に
照
会
す

他
の
政
令
で
定
め
る
行
政
機
関
に
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
政
機
関
は
、
当
該
照
会
を
し
た

、
当
該
行
政
機
関
は
、
当
該
照
会
を
し
た
登
録
検
査
機
関
に
対
し
て
、
照
会
に
係
る

登
録
検
査
機
関
に
対
し
て
、
照
会
に
係
る
事
項
の
通
知
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず

事
項
の
通
知
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
農
政
局
長
又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
農
政
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で

権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
局
又

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
事
務
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

は
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。
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○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
け
る
国
有
財
産
の
使
用
の
特

（
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
け
る
国
有
財
産
の
使
用
の
特

例
）

例
）

第
三
十
九
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一

第
三
十
九
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一

般
会
計
と
の
間
に
お
い
て
無
償
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

般
会
計
と
の
間
に
お
い
て
無
償
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

地
方
農
政
局
の
事
務
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
食
料
安
定
供
給
特

一

地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
事
務
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
お
い

別
会
計
に
所
属
す
る
国
有
財
産
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計

て
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
に
所
属
す
る
国
有
財
産
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
。

ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
。

二

（
略
）

二

（
略
）


